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第３章 上位計画および既往関連計画の整理 

３－１．千葉県における計画 

①輝け！ちば元気プラン 

策定年 平成 21 年度（平成 22 年 3 月） 

重点的な施策・取

組 

Ⅰ 安全で豊かなくらしの実現 

１ 安全で安心して暮らせる社会づくり 

２ 県民の生活を支える医療・福祉・健康づくり 

３ 豊かな心と身体を育てる社会づくり 

４ みんなで守り育てる環境づくり 

Ⅱ 千葉の未来を担う子どもの育成 

１ みんなで支える子育て社会づくり 

２ 笑顔輝く、未来支える人づくり 

Ⅲ 経済の活性化と交流基盤の整備 

１ 千葉の輝く魅力づくり 

２ 挑戦し続ける産業づくり 

３ 豊かな生活を支える食と緑づくり 

４ 活力ある交流拠点都市・基盤づくり 

 

②千葉県都市整備基本方針 

策定年 平成 13 年度（平成 14 年 2 月 25 日） 

目標年次 2025 年 

基本方針（住宅に

関連する項目） 

○人々の多様なライフスタイルに対応した居住環境を持つ住宅づくりを進めます。  

・中心市街地で利便性を有する都心型居住や、豊かな自然環境に囲まれたリゾー

ト型居住、田園環境を享受できる郊外型居住、高齢者と若い世代の人々が共同

で住むことも可能なコレクティブハウスなど、多様なライフスタイルに対応した住宅

づくりを進めていきます。 

・住宅の供給は、分譲や賃貸のほか、定期借地権付き住宅、コーポラティブハウス

など、多様な方式で行われるようにしていきます。 

○少子化・高齢化や時代のニーズに対応した快適な居住環境を整備するとともに、外

国人にとってもやさしい都市づくりを進めます。  

・少子化・高齢化社会に対応して、高齢者の生活や介護が円滑に行えるバリアフリ

ー住宅や二世帯住宅、利便性の高い中心市街地等での高齢者向け住宅、親が

安心して子育てができる保育サービスやゆとりのある住宅の供給などが行われ、

優しさのある居住環境を整えます。 

・住宅と職場が一体化あるいは近接した SOHO などの新しい就業形態を備えた居

住環境を整備していきます。  

・外国人が安心して快適に暮らし、活動できるような住宅、国際的な交流を可能に

する施設やコミュニティを備えた居住環境を提供し、さらには市街地におけるロー

マ字表示による案内や標識など、外国人にやさしい都市づくりを進めます。 
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③松戸都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

策定年 平成 18 年度（平成 19 年 3 月 20 日） 

住宅建設の目標  住宅の量及び質的充実を図るとともに、市民の住宅確保の安定と良好な居住環境

の整備に努める。 

 なお、引き続き、誘導居住水準の達成世帯数の一層の向上を目指す。また、できる

かぎり早期に、すべての世帯が最低居住水準を確保できるよう努める。 

住宅建設のための

施策の概要 

ア．公営住宅の整備 

 本区域における市営住宅は、現在約１，５００戸を有しているが、空家入居者募集の

結果をみると年々応募倍率が高くなっており、市営住宅への需要は高いものといえる。

また、少子高齢化社会の中、老人、母子の申し込み割合も高くなってきているところか

ら、型別供給を考慮した、市営住宅の供給に努める。 

 また、市営住宅ストック総合活用計画に基づいた既存住宅の計画修繕等の実施に

努める。 

イ．自力建設の促進 

 定期借地権土地登録制度を広く市民にＰＲし、ゆとりある持ち家の促進を図る。 

ウ．優良住宅の確保 

 「松戸市における宅地開発事業等に関する条例」の規制により、民間宅地開発に際

し、過小宅地の防止、敷地内緑化の推進等、居住環境の整備の充実に努め優良な

住宅の確保を図る。 

居住環境の改善又

は、維持に関する方

針 

 馬橋駅周辺地区、稔台駅周辺地区、六実駅周辺地区及び栄町周辺地区等は、不

足する都市基盤施設の充足及びオープンスペースの確保等を図るため、総合的な環

境整備を行い、良好な市街地の形成を図る。 

 また、常盤平、小金原地区等については、施設などの適切な改善や新たな魅力づく

りに努める。 
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④千葉県住生活基本計画 

策定年 平成 18 年度（平成 19 年 3 月） 

計画期間 平成 18 年度から平成 27 年度までの 10 年間 

目的 県民の豊かな住生活の実現に向けて、住生活の安定の確保及び向上の促進に関す

る理念、施策の目標及び推進すべき方向性等を定め、住生活の安定向上に関する施

策を総合的かつ計画的に推進すること 

基本理念  

 

 

 

 

 

 

総合目標と 6 つの

分野別目標 
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３－２．松戸市における計画 

（１）上位計画および住関連計画 

①松戸市総合計画（基本構想・後期基本計画） 

策定年 平成 10 年 4 月 

計画期間 基本構想：平成 10 年度～平成 32 年度 

前期基本計画：平成 10 年度～平成 22 年度 

後期基本計画：平成 23 年度～平成 32 年度 

設定人口 ４８万人（平成２２年度）、５０万人（平成３２年度） 

基本理念 1.人権が尊重されすべての人が安心して暮らせるまち 

2.快適な環境の中で人と人が支え合う地域社会のあるまち 

3.地球にやさしい市民の交流を支える活力と魅力あるまち 

松戸市の将来像 「いきいきした市民の舞台」 

「ここちよい地域の舞台」 

「風格のある都市の舞台」 のあるまち・松戸 

まちづくりの基本方

針 

住んでよいまち・訪ねてよいまち 

施策の大綱 ●連携型地域社会の形成 

●豊かな人生を支える福祉社会の実現 

●次代を育む文化・教育環境の創造 

●安全で快適な生活環境の実現 

●魅力ある都市空間の形成と産業の振興 

●都市経営の視点に立った行財政運営 

後期基本計画のリ

ーディングプラン 

1.自分たちのまちは自分たちでつくる元気な街 

(1)市民参加・社会参加促進プラン 

2.住んでいるのが誇らしく思える街 

(2)魅力ある子育て・教育創造プラン 

(3)松戸の住みやすさ再生プラン 

・UR 都市機構などの集合住宅のある街について、若者と高齢者などあらゆる層が

交流できる活気あるまちづくりに向けて検討します 

3.みんなの協力で賑わいのある街 

(4)地域産業活性化プラン 

(5)行財政健全・安定化プラン 

「魅力ある都市空間

の形成と産業の振

興」のための施策の

展開方向 

●ゆとりを感じるまちに住むことができるようにします 

文化的で自然豊かなゆとりのあるまちと感じられるように、産・学・官・民が連携して

まちづくりをすすめることで、地域のコミュニティが生まれ、市民のふるさととしてふさ

わしいまちを実現します 

①住環境が整ったまちにします 

②生活の援助が必要な人に住宅を供給します 

③美しいまちなみを増やします 
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②松戸市都市計画マスタープラン 

策定年 平成 11 年 6 月 

目標年次 平成 32 年（2020 年） 

都市整備の目標 住んでよいまち・訪ねてよいまち 

将来都市像 身近な暮らしの環境が充実した都市 

水・みどり・歴史資源を大切にした都市 

交流を支える環境にやさしい交通体系を備えた都市 

活力と交流をもたらす産業環境を整えた都市 

住宅の整備方針 ①公共住宅の整備 

・市営住宅の供給の拡大や適正な管理を進め、ファミリー層などの需要に対応するた

め、宅地化農地などを活用しながら、特定公共賃貸住宅や特定優良賃貸住宅の

供給を拡充 

・建設後の年数が相当経過している公共住宅については、定住性の確保を目標とし

て、ハードとソフトの両面から総合的な保全・整備計画を策定 

・住宅・都市整備公団、千葉県住宅供給公社などに対しては、まちづくりを通じた住宅

供給への積極的な参加の呼びかけ 

②良質な民間住宅の供給 

・良質で定住性の高い民間住宅の供給を促進するため、良質な住宅建設や建替えが

困難な地区における整備に対して公的助成を拡充 

・相談窓口を通じた公的事業者や公的融資の斡旋、情報の提供、ワンルームマンショ

ンなどに対する指導の強化 

③高齢者などへの住宅供給・住環境整備 

・公営住宅の高齢者枠の拡充や高齢者仕様への改善・建替えを行うとともに、シルバ

ーハウジングなど、その他の公的高齢者住宅の整備を促進 

・住宅のバリアフリー化や多世代住宅への建替え・増改築に対して、補助、利子補給

などの財政支援や技術的な支援を行う 

・住環境の面でも高齢者などにやさしいまちづくりを進めるため、福祉施策との連携をと

りながら、高齢者向け施設の整備や地域ケアシステムの確立 

④まちづくりと連動した住宅・住環境整備 

・基盤未整備で宅地化農地が多数存在する地区については、面整備事業や地区計

画などにより基盤を整備しながら、定期借地権の活用などにより、良質で負担の少

ない住宅を誘導 

・基盤未整備の密集住宅地については、面整備事業や共同化・協調化などの推進に

より、基盤の整備と多世代居住が可能な住宅づくりを推進 

・駅周辺市街地については、土地の高度利用により良好な都市型住宅を誘導 

・面整備済みの住宅地は、地区計画などの活用により用途混在や宅地細分化の防

止、緑化の充実などを図り、良好な環境の維持や、さらなる魅力づくりを推進 
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③松戸市市営住宅ストック総合活用計画 

策定年 平成 16 年 3 月 

計画の目的 市が直接建設した市営住宅19住宅、33棟、1,355戸について、国が示す「公営住宅

ストック総合活用計画の策定方針」に基づき、住宅別住棟別に建替、改善、維持保全

などの適切な活用手法を選定するとともに、その事業スケジュールの検討など、市営

住宅の適切な更新のための計画を策定することを目的 

計画期間 平成 16 年～平成 25 年度 

市営住宅の役割 ○住宅困窮者への住まいの提供 

○市営住宅を持家取得までの住まいとすることによる若年層の定住促進 

○市営住宅周辺の地域に対する配慮及び貢献 

基本理念 健康で文化的な生活を営むに足る住宅として、市営住宅において一定の安全性及び

居住性が確保されることを第一とし、必要な改善及び修繕を計画的に実施していく。 

本市の市営住宅ストックは全て耐火構造であることから、資源の有効利用による環境

への貢献や財政負担の軽減等の観点から可能な限り長期間、有効に活用していく。 

ストック活用にあた

っての基本的な目

標 

①改善等による入居者の安全を確保する 

②修繕等により一定の居住水準を確保する 

③高齢の入居者等への対応を図る 

④周辺地域の環境向上に寄与する 

⑤入居者の適正化を図る 

平成 25 年度末 

市営住宅目標戸数 

 
 現況（H15 年度末） 平成 25 年度末 

直接建設 1,355 戸 1,339 戸 

借上 225 戸 265 戸 

計 1,580 戸 1,604 戸  

 

④地域住宅計画 

策定年 平成 21 年 7 月（第 6 回変更） 

計画期間 平成 17 年～平成 22 年度 

計画の目標 ○安全で居住水準が確保された住まいづくりを実現する 

○地域の住環境向上に寄与する住まいづくりを実現する 

目標を定量化する

指標等 

●市営住宅におけるバリアフリー化された住宅の割合（階段手すりの設置） 

80％【27/33 棟】（H16）⇒100％【32/32 棟】（H21） 

●市営住宅における外壁改修工事実施の住宅の割合 

45％【15/33 棟】（H16）⇒70％【23/32 棟】（H22） 

●市営住宅における火災警報器取付住宅の割合 

0％（H17）⇒100％（H19） 

●市営住宅のアスベスト対策実施住宅の割合 

0％（H18）⇒100％（H18） 

●市営住宅の下水道接続住宅の割合 

81％【26/33 棟】（H20）⇒84％【27/32 棟】（H21） 

●借り上げ方式による住宅整備戸数の割合 

87％【225/257 戸】（H21）⇒100％【255/257 戸】（H22） 
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（２）その他の関連計画 

①松戸市緑の基本計画改訂版 

策定年 平成 21 年 3 月 （当初策定：平成 10 年） 

目標年次 平成 32 年（2020 年） 

計画の目標 ●江戸川沿いの秩序あるまちづくりのための緑の前線『江戸川グリーンライン』を形成し

ます。 

●本市の、緑と風土の動力源となる『自然と歴史と田園、３つのふるさとゾーン』を形成

します。 

●松戸市の緑の特徴であり、都市と自然の環境を調和させる『江戸川沿いの斜面林』

の重点的な保全に努めます。 

●人や生きものの行き交う、街路樹や河川からなる緑のライフライン『緑と水辺の回

廊』をつくります。 

●3 つの緑の拠点、11 の地域公園、様々な身近な公園を配置し、『市民ひとりあたり

11 ㎡以上の公園緑地』を提供します。 

●公共施設や民有地の緑化を推進することにより、『市民ひとりあたり 1 本、50 万本の

樹木』を植栽します。 

●市民、企業、市民団体、行政などの各主体が結びついた『みどりの市民力による協

力体制』を築きます。 

 
②松戸市景観基本計画 

基本方針 ○みどり豊かな景観を守り、育てよう 

○歴史に培われた文化を大切にし、品格のある景観づくりを考えよう 

○芸術・創造性の豊かな景観づくりを考えよう 

○地域への愛着とおもいやりのある景観づくりのルールをつくろう 

○市民一人ひとりが暮らしと営みの中で担い手となり、協働して景観をつくっていこう 

○景観を市民の共有財産として次世代に継承しよう 

 

③第 5期松戸市高齢者保健福祉計画・第 4期松戸市介護保険事業計画 

策定年 平成 21 年 3 月 

計画期間 平成 21 年度～平成 23 年度 

住宅に係わる事業

（居住環境整備事

業） 

住み慣れた地域で自立した生活を送るためには、高齢者の住宅環境の充実が重要で

あることから、良質な住宅の確保や増改築資金への支援など充実に努める 

①公的高齢者住宅の供給事業（市営住宅の高齢者世帯等の住宅確保、県・県公社

への整備要請、都市再生機構への要請等） 

②高齢者の住宅増改築支援事業（資金助成、資金貸付） 

③多様な住まいの確保 

・介護付き有料老人ホームや住宅型有料老人ホーム等についても、介護保険の給付

費を勘案しながら一定量の整備に努める 
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④松戸市障害者計画 

策定年 平成 19 年 3 月 

計画期間 平成 19 年度～平成 22 年度 

住宅に係わる施策

（住みよいまちづくり

のための施策） 

●住宅の整備 

・地域での自立した生活を目指す障害のある人を支援するため、グループホーム、ケ

アホーム、生活ホームの設置・運営を支援していく。 

・市営住宅の建設や増改築にあたっては、ユニバーサルデザインに配慮したバリアフリ

ー住宅の確保に努める。 

・障害のある人が安心して自分らしく生活ができるよう、住宅の増改築資金の助成・貸

付制度の周知、充実に努める。 

 

⑤松戸市地域福祉計画 

策定年 平成 18 年 3 月 

計画期間 平成 18 年度～平成 22 年度 

基本目標 ①安心して暮らせるまちづくり 

市民一人ひとりが安心して暮らせるよう、その必要な仕組みを市民と行政が連携し

てつくります 

②自立と参加の促進 

市民一人ひとりが自立しながら、共に支え合う市民意識を育てられるよう、みんなが

進んでまちづくりに参加できる仕組みをつくります 

③支え合い共に生きるまちづくり 

自立と支え合いに向けて、地域の仲間づくりを進めるとともに、市民が困ったときに助

け合うことのできる仕組みをつくります 

④福祉文化の創造 

「福祉は特別なもの」という意識を変え、市民一人ひとりが福祉を自分の問題として

認識し、身近な地域で行動できるよう、思いやりの風土をつくります 
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３－３．既往住宅マスタープラン 

住宅政策の既往プランとしては、「松戸市住宅マスタープラン」が策定されており、その

概要や社会的背景などについては以下のようになっています。 

 

（１）既往住宅マスタープランの概要 

①策定年 

平成１０年３月 

 

②目標年次 

平成３２年（２０２０年） 

 

③課題 

・小規模住宅が中心となり、ファミリー層の市外への転出が続き、社会人口減が懸念 

・ファミリー層の転出超過により少子化が進み、高齢者のみ世帯も急増していることから、

高齢化への対応が急務 

・スプロール開発など防災上問題のある住宅地も多く、行政と住民のパートナーシップを

発揮し、建築物の不燃化や共同化などの住環境の改善 

・都心地域では若年層が増える一方、建替え困難な地域において高齢者のみ世帯が増加し

ており、居住者ニーズと既存生活施設との需給ギャップが発生 

・環境や文化の重視、地域社会との積極的な交流、保育サービス・高齢者サービスの希求

など、新たな居住観・生活観への対応 

 

②基本方針 

『自然・歴史とともに、快適に豊かに住み続けられる成熟したコミュニティづくり』 

・自然保護や緑地保全などと連携を図りつつ、歴史を大切にし、自然と共生する住宅と住

環境の整備 

 

③基本目標 

ａ．市民のライフステージの変化に対応できる住まいづくり 

・世代を超えて安心して住み続けられるシステムづくりの推進 

・最低居住水準未満世帯の早期解消と、都市居住型誘導居住水準の確保 

・住宅の増改築などによるバリアフリー化に対する支援強化や、多世代住宅への建替えの

ための資金貸付の充実 

・公団、公社に対する低未利用地の土地情報の提供や、定期借地権分譲住宅の供給などに

よる持ち家取得支援策の充実 

・ライフステージに合わせて住み替えが容易に行えるシステムづくりや、住宅困窮世帯に

対する公的住宅の量的拡大や民営借家の居住水準及び住環境の改善と家賃の適正化誘

導 
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ｂ．市街地環境面で個性豊かで安心して暮らせる住宅地づくり 

・基盤整備済み地区については、良好な居住環境の維持、向上を図るため、住民主導によ

る地区計画や建築協定を導入 

・基盤未整備の住宅地については、防災街づくり活動を通じて市民のまちづくりに対する

普及、啓発を行い、建物の不燃化や耐震化を促進 

・基盤未整備密集市街地では、共同化や協調化によるまちづくりを進め、潤いと安全性の

高い住宅地づくりを促進 

・宅地化予定農地を活用した良好なファミリー住宅の建設誘導や、利子補給等により敷地

内緑化を誘導 

・基盤未整備地区の農地については、土地区画整理事業や地区計画などの制度の導入によ

り、良好な基盤整備を行うとともに、ファミリー世帯のための良好な住宅建設を誘導 

 

ｃ．社会環境面でもいきいきと過ごせるさわやかコミュニティづくり 

・新たに整備が予定される行政サービスや地域で提供されるサービスとの連携を図りつつ、

いきいきと過ごせるコミュニティづくりに貢献するため、行政と地域住民が連帯、協働

して、サービス拠点や中継拠点を整備 

 

④基本的住宅施策の展開 

１ 

良
質
な
民
間
住
宅
の
供
給
支
援
・
要
請 

①住宅の居住水準の向上 

・ワンルームマンションの指導の強化 

・誘導居住水準以上の住宅建設に対する利子補給等 

②優良な民間賃貸住宅の供給誘導 

・優良なファミリー向け住宅、高齢者・障害者向け住宅等の供給誘導 

③定住性の高い民間住宅整備支援 

・多世代居住建替え、増改築に対する資金貸付けや利子補給制度 

・定期借地権住宅制度の普及による持家促進 

・敷地の共同化、協調化を通じた土地の有効利用による多世代近居住宅の整備支援

④中堅所得者向け分譲住宅の供給拡充 

・定期借地権分譲住宅等の普及、情報提供、事業協力者斡旋 

⑤給与住宅の建替・改善要請 

・老朽化給与住宅に対するファミリー向け社宅、住環境整備に対する要請 

住
環
境
整
備 

２ 

高
齢
者
等
へ
の
住
宅
・ 

①公的高齢者等住宅の供給拡充 

・公営住宅の高齢者・障害者対応住宅への改善、建替 

・シルバーハウジング・ケアハウス等の公的高齢者住宅の供給拡充 

・公団・公社に対するシニアハウジング、シルバーハウジング整備要請 

②グループホームの公営住宅利用の促進 

③住宅のバリアフリー支援 

・住宅のバリアフリー化に対する補助、利子補給等 

・建築士、理学療法士等によるアドバイザー派遣 
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（２）既往住宅マスタープラン策定時からの社会的背景の変化 

既往の松戸市住宅マスタープランは、平成 10 年に策定され、概ね 10 年が経過したところ

です。新たに住生活基本計画を策定するにあたり、社会的背景も変化していることから、そ

れらを考慮して計画に反映していく必要があります。 

 

①策定時の社会的背景 

策定当時の社会的背景としては、まず高度経済成長期からの大量供給大量消費といった量

的充足を求める動きから高質・良質なものを求める動きへの変化がありました。また、ＩＴ

の普及など情報化の進展により、遠距離での高速通信が可能となるなど、働く場を都心に限

らず広範に捉えられるようになりました。そのため、住まいの選択理由として、東京都心に

近いということだけではなく、さらに快適な居住空間を有するなどの付加価値を持った住宅

が求められました。 

住
環
境
整
備 

２ 

高
齢
者
等
へ
の
住
宅
・ 

④多世代同居に対する建替え・増改築支援 

・多世代住宅に対する利子補給等 

⑤資産活用型高齢者向け住宅の整備 

・子どもとの同居等を希望しない高齢者世帯に対するケアマネジメント等生活相談つき

住宅の供給 

⑥福祉のまちづくり推進 

・高齢者向け施設の整備と地域ケアシステムの確立 

⑦まちづくりを推進するための高齢者等住宅の整備 

・密集市街地等再生で必要となる高齢者等向けの住宅の整備 

３ 

公
共
住
宅
の
整
備 

①市営住宅の供給拡充と適正管理 

・民間借上げ型市営住宅等による供給拡充 

・公共遊休地等の活用による市営住宅の供給拡充 

・応能応益家賃負担の原則による適正管理 

②特定公共賃貸住宅等の整備 

・地価を顕在化させない方式による特定公共賃貸住宅、特定優良賃貸住宅の整備 

③公的住宅保全・整備計画の策定 

・要整備市営住宅に対する総合的な保全・整備計画の策定 

④公団・公社等への要請 

・まちづくりを通じた住宅供給に対する積極的参加 

住
宅
供
給
・住
環
境
整
備

４ 

ま
ち
づ
く
り
と
連
動
し
た

①まちづくりと連動した住宅供給促進 

・基盤未整備地区宅地化農地のまちづくりと連動した住宅供給 

・基盤未整備密集市街地における共同化による定住型住宅整備 

・中心市街地では総合設計制度・優良建築物整備事業、市街地再開発事業により

良好な都市型住宅を供給 

②コミュニティづくりと連動した住環境整備 

・コミュニティ活動の拠点整備 
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また、策定当時より少子高齢化が叫ばれているとともに、バブル崩壊から続く経済の低迷

など、生活困窮者の支援を広く行っていくことや、安価で良質な住宅の供給が求められまし

た。 

 

②新たな社会的背景の反映 

現在の社会的背景としては、策定当時の社会的背景に加えて、耐震偽装問題、地球環境問

題、ボランティア活動の高まりといったものが新たな視点として必要となってきています。 

まず、平成 17 年の耐震偽装問題の発覚により、高層マンションの建替えが必要になるな

ど、住宅購入者に対し構造などの住宅性能に不安を抱かせる結果となっています。 

また、近年における気温上昇や異常気象の多発など、地球環境問題が注目されています。

特に、石油などの化石燃料からのエネルギー転換として太陽光や風力などのクリーンエネル

ギーの利用、さらに売電が可能になるなど、ＣＯ２の削減が全世界的に検討されているとこ

ろです。 

さらには、犯罪の凶悪化・低年齢化などが進んでおり、日常の生活の中においても事件に

巻き込まれる危険が高まっています。そのため、地元の住民がボランティアで児童の通学を

見守るなどの活動が行われるなど、ボランティア活動が活発となり、これらの活動を通じて

地域コミュニティが形成されてきています。国においても、年齢や障害の有無等にかかわり

なく、多様な人々が安全に安心して暮らせる「共生社会」の実現を推進している状況です。 

以上のように、新たな社会的背景を踏まえて、耐震化などの性能表示による安心して住ま

える住宅の提供、省エネルギー住宅化への支援や住宅ストックのリフォームなどによる活用

のほか、行政・住民・ＮＰＯなどが連携した良好な市街地環境の形成を目指していくことが

求められています。 

 

 

（３）既往住宅マスタープランの評価 

既往の住宅マスタープランにおいては前述したように、５つの課題を挙げ、これらの解消

を目指すための「基本理念」と３つの「基本目標」が掲げられています。ここでは、この基

本目標を現状と照らし合わせ、既往の住宅マスタープランを評価していきます。 

まず、１つ目の「市民のライフステージの変化に対応できる住まいづくり」については、

世代を超えて安心して住み続けられるシステムづくり、最低居住水準未満の早期解消、定期

借地権などの持家取得支援などを目標としており、松戸市の大きな課題であるファミリー層

の転出抑制も含まれています。 

現状においては、１人当たり居住面積は増

加してきているものの、定期借地権土地登録

制度への登録はなく、ファミリー層の転出は

続いており、より単身世帯化・夫婦世帯化が

進行している状況です。 
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図 3-1．１人当たり居住面積の推移 

資料：国勢調査（各年） 
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図 3-2．家族型世帯数の推移 

26.9% 20.0% 34.1% 8.1% 5.9% 5.0%

30.1% 19.9% 34.5% 8.1% 3.2% 4.1%

28.4% 18.9% 37.6% 7.6% 3.9%3.6%

26.9% 16.7% 41.3% 6.9% 4.7% 3.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

千葉県

平成17年

平成12年

平成7年

単身世帯 夫婦のみ 夫婦と子供 片親と子供 三世帯 その他 資料：国勢調査
 

 

次に、２つ目の「市街地環境面で個性豊か

で安心して暮らせる住宅地づくり」について

は、道路のバリアフリー化や景観などの周辺

整備、防災組織の活性化や建物の不燃化や耐

震化の促進、共同化などにより安全性の高い

住宅地づくりなどを目標としています。 

現状において、新たな市街地整備としては、

近年での事業は地区数、面積ともに少なくな

っていますが、昭和 40 年代から土地区画整

理事業が積極的に行われてきており、既に市

街化区域の 40％超が土地区画整理事業によ

り整備されてきました。そのため、今後は既

存市街地の住環境向上・改善が必要となりま

すが、近隣市に比べ地区計画、建築協定など

の指定地区数は少ない状況です。一方、自主

防災組織数が増加していることなどから、防

災活動を通じて建物の不燃化や耐震化への

普及・啓発が進んでいます。 

 

最後に、「社会環境面でもいきいきと過ご

せるさわやかコミュニティづくり」について

は、行政サービス施設等の整備、地域コミュ

ニティや地域福祉のネットワーク整備、地域

子育てセンター整備、行政と住民が協働して

いくための拠点整備などを目標としていま

す。 

現状では、市民活動サポートセンターやシ

ニア交流センター、生涯学習情報プラザ、地

41.6%

8.2%

21.4%
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図 3-3．土地区画整理施行面積の近隣市比較

図 3-4．自主防災組織数と結成率 

出典：「松戸市政の概要」松戸市
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域子育て支援センターなどの福祉施設の立地が進み、各種イベントなどが開催されています。

また、ＮＰＯ法人が増加したり、地域活動に参加する人が増えるなど、地域コミュニティづ

くりに十分貢献しています。 

 

以上のように、「社会環境面でもいきいきと過ごせるさわやかコミュニティづくり」につ

いては、概ね目標を達成しているのに対し、「市街地環境面で個性豊かで安心して暮らせる

住宅地づくり」は、既存の住宅地における住環境の向上・改善を促す余地があると考えられ

ます。 

一方、「市民のライフステージの変化に対応できる住まいづくり」については、松戸市の

大きな課題でもあるファミリー層の転出が続き、より単身世帯化や夫婦世帯化に特化してお

り、住宅マスタープランの課題の解消に至っていないことから、引き続き対応していく必要

があります。 
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表 3-1．既往住宅マスタープランの施策と評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．良質な民間住宅の供給誘導
１）住宅の居住水準の向上

良質な住宅などについて、広く公表するなどの奨励措置

ワンルームマンションの最低住戸面積を定め、最低居住水
準未満世帯の早期解消

ワンルームマンション指導要綱 建築指導課 ○

２）優良な民間賃貸住宅の供給誘導
宅地化農地所有者等が行う良質な住宅建設に対し、利子補
給等の助成措置

３）定住性の高い民間住宅の整備支援

定期借地権提供土地登録制度の導入 定期借地権土地登録制度の実施 住宅政策課 ○

定期借地権住宅を対象に、期間満了時における道路等につ
いての土地所有者への返還

定期借地権土地登録制度の実施 住宅政策課 ○

建て替えの困難な地区における共同建て替えによる良好な
住環境と定住性の高い住宅整備の促進

４）中堅所得者向け分譲住宅の供給拡大
宅地化農地所有者などへの情報提供による定借住宅の建設
誘導と供給拡大

優良住宅認定制度の実施 建築指導課 ○

５）マンションの管理の適正化の推進
専門家による個別相談窓口の開設およびセミナーの定期開
催

マンション管理の相談窓口の開設およびセミナー実
施

住宅政策課 ○

６）給与住宅の建替・改善要請

建替予定の給与住宅に対して住環境に寄与する整備要請

高齢者等への住宅整備支援
１）公的高齢者住宅の供給拡大

市営住宅における高齢者世帯等の入居枠の拡充 老人向け住宅の確保、情報提供 住宅政策課 ○

県や公社などに対し、シニア住宅等の整備要請 金ケ作県営住宅の建設 住宅政策課 ○

２）高齢者住宅の情報提供

高齢者の入居に関する情報提供 広報まつどや市ＨＰに掲載 住宅政策課 ○

３）住宅のバリアフリー支援

バリアフリー化の技術的アドバイスの支援や助成の充実 高齢者住宅増改築資金の助成及び貸付の実施 介護支援課 ○

４）障害者の支援

障害者支援のためのグループホームの公営住宅の利用促進 共同生活援助の実施 障害福祉課 ○

５）多世代同居に対する建替・増改築支援
多世代同居住宅とするための建替・増改築について利子補
給等の充実

６）資産活用型高齢者向け住宅の整備
高齢者自らの居住用資産を活用したリバース・モーゲージ
の促進

リバース・モーゲージ制度の窓口・審査
社会福祉協
議会

○

７）福祉のまちづくり推進

コミュニティケアが実現できるまちづくり

８）まちづくりを推進するための高齢者等住宅の整備
都市計画・福祉部門との連携による、借家住まいの高齢者
や障害者の住宅整備

公共住宅の適正管理
１）市営住宅の適正管理等

借上げ方式の実施 民間借上げ型市営住宅の提供（H10年度以降） 住宅政策課 5件

市営住宅のリフォームに伴う入居者の住み替え等の恒久的
な対策実施

市営住宅ストック総合活用計画の策定とその推進 市営住宅ストック総合活用計画の策定 住宅政策課 ○

２）公共住宅用の情報提供
都市再生機構の住宅や特定優良賃貸住宅の入居に関する情
報提供

市ＨＰにリンク 住宅政策課 ○

３）公的住宅保全・整備計画の充実

県営住宅、公団住宅の総合的な保全や整備充実を要請 金ケ作県営住宅の建設 住宅政策課 ○

４）公団・公社等への要請
公的住宅セクターに対し、ファミリー世帯住宅や高齢者住
宅プロジェクトへの参加要請

まちづくりと連動した住宅供給支援
１）まちづくりと連動した住宅供給

基盤未整備地区宅地化農地における低負担の住宅拡充

基盤未整備密集市街地において子世帯と同居・近居が可能
な都市居住型住宅の供給促進
中心市街地において総合設計制度や優良建築物等整備事業
等による良好な都市居住型住宅の供給促進

土地区画整理事業の新規完了件数(H11年度以降） 都市整備課 7件

２）コミュニティづくりと連動した住環境整備

地区計画や景観協定などによる住環境整備の促進 地区計画制度等の新規指定件数（H11年度以降）
（地区計画：１、建築協定：５、緑化推進モデル地区：１）

都市計画課
建築指導課
みどりと花の課

7件

高齢者向け施設や生涯学習施設の充実

既往住宅マスタープランにおける施策 評価
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３－４．新たに制定・改定された法律や制度の概要 

既往の住宅マスタープランが策定されたのちに、新たに制定・改定された法律や制度は以下の

とおりで、合わせてその概要を示します。 

これによると、「定期借家制度」や「区分所有法」などの住宅ストックの活用や、「住宅セーフ

ティネット法」「高齢者住まい法」などによる住宅確保要配慮者への住宅供給を促す傾向となっ

ています。 

 

名称 制定・改正年 概要 

住 宅 の 品 質 確

保の促進等に関

する法律 

H11.6 制定 住宅の性能に関する表示基準・評価制度を設け、住宅紛争の処理体

制を整備するなど、住宅の品質確保の促進・住宅購入者等の利益の保

護・住宅紛争の迅速・適正な解決を図ることを目的としています。 

定期借家制度 H11.12 制定 「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」に基づく制

度で、契約で定めた期間の満了により、契約の更新がなく建物賃貸借契

約が満了（再契約は可能）する借家制度です。 

貸主が安心して貸せるようになるため、民間の市場で良質な賃貸住宅

等が供給され、一方借主にとっても物件の供給が多くなることで、アパート

や賃貸マンションを探す際の選択肢が増えることを狙いとしています。 

住宅性能表示

制度 

H12.4 制定 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく制度で、新築住宅

の性能を住宅の工法・構造・施工者の別によらずに、共通に定められた

方法を用いて客観的に示し、それを第三者が確認することを通じて、安

心して住宅の取得ができることを目的とするものです。 

マンション管理

適正化法 

H12.12 制定 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」のことで、多数の区

分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることから、マンショ

ン管理士の資格を定めるなどマンションの管理の適正化を推進すること

で、マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的とするも

のです。 

家賃債務保証

制度 

H13.10 制定 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく制度で、高齢者世

帯、障害者世帯、子育て世帯、外国人世帯および解雇等による住居退

去者世帯が賃貸住宅に入居する際の家賃債務等を保証し、賃貸住宅へ

の入居を支援するものです。 

賃貸住宅の経営者には家賃の不払い時への心配がほとんど無くなり、

安心して当該世帯を賃貸住宅に入居させることが可能となります。 

マンション建替え

円滑化法 

H14.12 制定 「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」のことで、今後の老朽

化マンションの急増に対応して、区分所有者による良好な居住環境を備

えたマンションへの建替えの円滑化等を図るため、マンションの建替え組

合の設立、権利変換手続による関係権利の円滑な移行等を促し、マンシ

ョンにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的とするものです。 

区分所有法 H14.12 改正 「建物の区分所有等に関する法律」のことで、主な改正点としては、こ

れまで 3/4 以上の賛成が必要であった建物の効用維持のために欠かせ

ない大規模修繕工事を過半数決議で行えるようになったことなど、建替

えや大規模修繕が円滑に行われることを目的とするものです。 

景観法 H16.12 景観を整備・保全するための基本理念を明確にし、住民、事業者、行

政の責務を明確にしたものです。景観行政団体になると、「景観計画」を

策定できるようになり、景観計画を定めることで、景観法を活用して規制

や変更命令を伴う指導ができます。 
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名称 制定・改正年 概要 

地域住宅交付

金制度 

H17.8 制定 「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関す

る特別措置法」に基づくもので、地方公共団体が主体となり、公営住宅の

建設や面的な居住環境整備など「地域における住宅政策」を、自主性と

創意工夫を活かしながら推進するための支援制度です。地域優良賃貸

住宅（高齢者世帯，障害者世帯，子育て世帯等各地域における居住の

安定に特に配慮が必要な世帯の居住の用に供する居住環境が良好な

賃貸住宅）・高齢者向け優良賃貸住宅などの整備に対して補助金が交

付されます。 

住生活基本法 H18.6 制定 安全かつ安心な住宅を十分に供給するための住宅政策の指針を示す

もので、良質な住宅と環境を創出し、消費者のニーズに合った住宅が市

場に供給されることを目的とするものです。 

バリアフリー新法 H18.12 制定 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」のこと

で、高齢者、障害者、妊婦、けが人などの、移動や施設利用の利便性や

安全性の向上を促進するために、公共交通機関、建築物、公共施設の

バリアフリー化を推進するとともに、駅を中心とした地区や、高齢者、障害

のある人などが利用する施設が集まった地区において、重点的かつ一体

的なバリアフリー化を推進するものです。 

住宅瑕疵担保

履行法 

H19.5 制定 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」のことで、住

宅の瑕疵の発生の防止とともに、新築住宅を供給する事業者に対して、

瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるもので、

円滑な住宅の供給を図ることを目的とするものです。 

住宅セーフティ

ネット法 

H19.7 制定 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」

のことで、低額所得者、被災者、高齢者、障害のある人、子どもを育成す

る家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者に対する賃貸住宅の供

給の促進を図ることを目的とするものです。 

長期優良住宅

法 

H20.11 制定 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」のことで、良質な住宅が

建設され、長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及

び環境負荷の低減を図るうえで重要であるため、優良な住宅の普及促

進を図ることを目的とするものです 

省エネ法 H20.5 改正 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」のことで、中小規模の事

業場を数多く設置する事業者を新たにエネルギー管理義務の対象に加

えるとともに、産業部門を含め、事業者の経営判断に基づく効果的な省

エネルギーの取組を推進していくことを目的とするものです。 

住宅・建築物分野では、一定規模以上（床面積 2,000 ㎡以上）の住

宅を含む建築物の新築・増改築、大規模修繕等を行う場合の省エネ措

置の届出が義務に加え、住宅を建築し販売する事業者（住宅事業建築

主）が新築する一戸建ての住宅の省エネ性能の向上を促す措置が導入

されます。 

高齢者住まい法 H21.5 改正 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」のことで、高齢社会の急速

な進展に対応して、高齢者向けの住宅の効率的な供給を促進し、高齢

者が安心して生活できる居住環境を実現することを目的とするものです。

従来、地方公共団体の住宅部局、福祉部局は別々に施策を推進する

ための計画を策定していましたが、高齢者の住まいを一体的にとらえ、両

部局が共同で計画を策定し、一層強力な連携の下施策を推進していくこ

ととしています。 

 


